
清須市成年後見支援センターにおける相談支援の流れ

情報提供

他機関への伴走支援
申立支援

（本人申立・親族申立）

日常生活自立支援事業 任意後見制度 他制度・他機関の活用

愛知県社協

審査会

支援開始

清須市

権利擁護調整会議
（事前協議）

清須市成年後見支援センター支援検討会議
（成年後見制度の適否・他制度活用の協議）

（受任調整・日常移行支援）

（後見人等支援、チーム支援）

市長申立

家裁による審判
（後見人等の選任）

チーム会議
（意思決定支援、後見人支援）

支援開始

相談受付票で対応依頼

判断力に不安を感じる場合 今後の生活で、判断力の低下に備えたい場合判断力低下が顕著な場合

審査書類作成

申請

相
談

ケ
ー
ス
協
議

決
定

申立人が不在の場合 申立人が居る場合

法定後見制度

受任調整書類作成

申立書類作成

必要に応じ相談

ケース相談

清須市成年後見支援センター
（アセスメント・スクリーニング、支援の見立て）

契約手続が

難しい

通帳・印鑑を

紛失する

金銭管理が

できない

消費者被害

が心配
相続等の協議

ができない

将来に備え

相談したい

一次相談窓口での聞き取り
（行政、包括、サポセン、ケアマネ、相談支援事業所・病院等の関係機関）

相 談

相 談

財産処分・相続、契約取り消し等の
手続きが必要な場合

清須市社協 判定会議
（内部審査、ケース協議）

ケース移管相談

本人・親族申立

ケース発見・気づき
（ご本人・ご親族、民生委員等の近隣住民、地銀行・商店等）
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